
施設入所を希望される場合は、介護保険施設へ直接申し込んでください。

 

在宅でサービスを利用したい場合は、①居宅介護支援事業所、②小規模多機能型居宅介護事業所 一覧から事業所を選択し、連絡してください。

ケアマネジャーにケアプランを作成してもらいます。
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市内ケアマネジャー事業所・入所施設一覧

お問合せ
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【在宅でサービスを利用したい場合】

自宅で生活される中で、通い、訪問、福祉用具レンタル等のサービス利用に
あたっては、ケアプランの作成が必要です。
居宅介護支援事業所、小規模多機能型居宅介護事業所の一覧表から選び、連

絡してください。ケアマネジャーが本人や家族の状況に応じたケアプランを作
成します。

→ ①、②へ

※通い、訪問等のサービス事業所は記載されておりません。
ケアプランを作成されるケアマネジャーと御相談ください。

※福祉用具購入、住宅改修に関する給付申請においても、ケアプラン作成が必要です。
地域包括支援センター（0748-24-5641）へ御連絡ください。

【施設に入所したい場合】

施設にて、日常生活上の介護や療養上のさまざまな支援を受けながら、生活
できます。入所を希望する介護保険施設へ直接申し込んでください。入所した
施設のケアマネジャーが利用者に合ったケアプランを作成し、サービスが提供
されます。

→ ③～⑦へ


